
 

 

令和４年度教員採用選考の主な変更点 
義務教育課 

高校教育課 

特別支援教育課 

 

「新たな社会を創造する力」を育む教育を推進するとともに、「探究的な学び」を実践

し、豊かな人間性と確かな人権意識を有し、児童生徒・保護者・地域・同僚と協働できる教

員の採用を行うため、令和４年度教員採用選考は、次の点について変更します。 

 

 

１ 令和４年度採用選考から導入する新たな制度 

〇 妊娠・出産に伴う母体保護に配慮しながら、女性教員の確保を図るため、採用候補者を対象と 

した採用猶予制度を設けます。（小・中・高・特） 

 

 

２ 令和３年度採用選考からの変更点 

〇 申込書に「刑罰・懲戒歴」欄を新たに設け、署名宣誓をもって確認します。（小・中・高・特） 

〇 より一層丁寧で慎重な二次面接につなげるために、適性検査を一次選考で行います。（小・

中・高・特） 

〇 高等学校においては、教科「情報」の出願条件について、新学習指導要領に対応するため、 

これまで「他の免許を有する者」に限定していた申込資格の条件を緩和し、専門性の高い方が受 

験しやすいように変更します。（高） 

 

 

 

 



採用候補者の妊娠に伴う採用猶予について 

義務教育課 

高校教育課 

特別支援教育課 

 

１ 趣 旨 

  妊娠・出産に伴う母体保護に配慮しながら、女性教員の確保を図るため、採用

候補者を対象とした採用猶予制度を設ける。 

 

２ 対象者 

  採用候補者で採用年度に出産する予定の者 

 

３ 内 容 

  採用候補者からの申し出により、１年間採用を猶予することができる。 

 

４ 条 件 

・採用候補者となった年度の 11月末までに所定の採用猶予願を提出した者 

・猶予期間終了後の最初の４月１日から条件付採用教員として勤務できる者 

 

５ 猶予期間中の扱い 

  教員としての身分は保有せず、採用候補者として継続する。 

 

６ その他 

採用猶予を希望しない者に対しては、条件付採用制度に基づいて、母体保護に 

配慮した配置や個々の採用候補者の希望に沿った働きやすい勤務形態の提案など、 

これまでと同様、きめ細かい対応を行う。 
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令和４年度教員採用選考の概要 

義務教育課 

高校教育課 

特別支援教育課 

１ 求める教師像 

（１）長野県の教員の使命・任務  子どもの命と安全を守り、夢や可能性を育む 

専門性を磨き、人間力を高めるために学び続ける 

（２）こんな人を求めています 

① 教育者としての使命感と責任感を持ち、社会人として規律を遵守する人 

② 教育への情熱を持ち、真摯に子どもを理解しようとする人 

③ 豊かな人間性と広い視野、確かな人権意識を持ち、子どもや保護者の思いに共感できる人 

④ 同僚や保護者、地域の方々と協力し、共に汗を流し行動する人 

⑤ 創造性と積極性があり、常に向上し続けようとする、心身のたくましさを持っている人 

⑥ 幅広い教養と教科等の専門的な知識・技能を持ち、柔軟に対応することができる人 

⑦ 探究的な学びや、校内外での様々な活動に対して、積極的に取り組むことのできる人                    

 

２ 選考の日程及び会場 

令和３年４月16日（金）  募集要項配布開始 

４月16日（金）  志願受付開始 

５月11日（火）  志願受付締切り 

７月10日（土）・11日（日） 

 一次選考（小学校、中学校、特別支援学校） 

  ・会場…長野市立柳町中学校、長野市立東部中学校、 

      長野市立櫻ケ岡中学校 

一次選考（高等学校） 

  ・会場…長野県長野商業高等学校 

８月上旬  一次選考結果発表 

８月18日(水)・19日(木)・20日(金) 

 ・21日(土)・22日(日)・23日(月）・

24日(火)  

 二次選考（小学校、中学校、特別支援学校） 

  ・会場…長野県屋代高等学校・屋代高等学校附属中学校 

千曲市立屋代中学校 

８月19日(木)・20日(金)・21日(土) 

 ・22日(日) 

 二次選考（高等学校） 

  ・会場…長野県長野高等学校 

10月上旬  採用候補者発表 

 

３ 採用予定の教員の種別、教科及び人数 

（１）小学校・中学校教員選考 

学校種 教員の種別 教  科 各ブロックの採用人数 全県合計人数 

 

小学校 

 

 

中学校 

 

 

義務教育学校 

 

 

★小学校教諭  

東 信 

南 信 

中 信 

北 信 

 ４３名程度    

 ７０名程度 

 ４７名程度 

 ６５名程度 

２２５名程度 

 

★中学校教諭 

 

国語 社会 数学 理科 

音楽 美術 保健体育 

技術 家庭 英語 

東 信 

南 信 

中 信 

北 信 

 ２４名程度 

 ３５名程度 

 ３４名程度 

 ４２名程度 

１３５名程度 

★養護教諭  

東 信 

南 信 

中 信 

北 信 

  ５名程度 

  ５名程度 

  ５名程度 

  ５名程度 

  ２０名程度 

 栄養教諭   若 干 名 
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★は、「ブロックの採用数を設定した採用」を行う。(「長野県の小学校・中学校・養護教諭(高
校を除く)を目指す皆さんへ」を参照) 

 
（２）特別支援学校教員選考 

学校種 教員の種別 教  科 採用人数 

特別支援学校 特別支援学校教諭   ５５名程度 

 
（３）高等学校教員選考 

学校種 教員の種別 教  科 採用人数 

高等学校 
高等学校教諭 

国語 地理歴史 公民 数学 理科 保健体育 

芸術（音楽・美術・書道） 外国語（英語） 

農業 工業 商業 家庭 情報 

９０名程度 

養護教諭  若 干 名 

 
（４）身体に障がいのある人を対象とした教員選考 

学校種 教員の種別 教  科 採用人数 

小学校 

中学校 

特別支援学校 

高等学校 

小･中学校教諭 

特別支援学校教諭 

養護教諭・栄養教諭 

高等学校教諭 

（１）（２）（３）に準ずる 
１０名程度 

 

 

※注  

① （１）小学校・中学校教員選考（２）特別支援学校教員選考（３）高等学校教員選考（４）身    

体に障がいのある人を対象とした教員選考のいずれかを選択して受験することとなります。 

② 小学校・中学校教員選考の「ブロックの採用数を設定した採用」受験者は、申し込み時に「東 

信」「南信」「中信」「北信」の４つのブロックのいずれかを選択します。 

③ 採用人数は、現時点の目安であり、変更することがあります。 

④ 高等学校教諭の「教科」項目中の（ ）内は、主たる専攻区分を示しています。 

 

４ 申込資格 

（１） 昭和 37 年４月２日以降に生まれた者。 

（２） 希望する教科若しくは職の普通免許状を有する者または令和４年３月 31 日までに取得見込の

者。なお、養護教諭希望者で、国家試験によって保健師免許状を取得後、令和４年３月 31日まで

に養護助教諭免許状（臨時免許状）取得予定の者も含みます。 

（３） 特別支援学校教諭については、基礎免許状として小学校または中学校教諭免許状を有する者で、

特別支援学校教諭免許状を有する者（平成 19年３月 31日以前に盲学校教諭免許状、聾学校教諭

免許状、養護学校教諭免許状を有した者を含む。）または令和４年３月 31 日までに取得見込の

者。 

（４） 小学校・中学校・特別支援学校教員選考を受験する者は、複数校種（小・中・特別支援学校）・

複数教科等の免許状を有することが望ましいです。 

（５） 高等学校の「地理歴史」は公民の免許状を､「公民」は地理歴史の免許状を､「書道」は国語の

免許状を、「情報」は他の免許状を有することが望ましいです。 

（６） 身体に障がいのある人を対象とした教員選考を受験する者は、身体障害者手帳(１級から６級)

の交付を受けている者が受験条件です。 

大学推薦選考では、在学する大学の推薦を受けた者で、令和４年３月に卒業見込または大学院 

修了見込の者とします。推薦の対象となる教員の種別は、小学校教諭、中学校教諭（全教科）、 

特別支援学校教諭、小・中学校養護教諭、栄養教諭です。詳細は別途定める「身体に障がいのあ 

る人を対象とした大学推薦選考実施要項」によります。長野県教育委員会ホームページに掲載し 

ます。 
※ 受験にあたっては、障がいの種類や程度に応じて、文字・用紙の拡大、手話通訳によるコミュ 
ニケーション、試験時間の延長、試験会場・座席の配慮、実技試験の一部免除等、支障なく受験 
できるように努めます。 
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（７） 地方公務員法第 16条及び学校教育法第９条の欠格条項に該当しないこととします。 

 

５ 選考区分 ※「一般選考」「社会人を対象とした選考」の双方を受験することはできない。また「特別

選考」を複数受験することはできない。 

（１）一般選考 

受験者の条件 なし 

 

（２）社会人を対象とした選考 

① 教職（常勤・非常勤講師を含む）経験者を対象とした選考 

受験者の条件 

学校、幼稚園で次の経験が令和４年３月31日現在で３年以上ある者（講師・養護
助教諭は、常勤・非常勤を問わない。） 
教諭受験者は、教諭または講師の経験。養護教諭受験者は、養護教諭または養護
助教諭の経験。栄養教諭受験者は、栄養教諭の経験。 

 

② 民間企業等経験者を対象とした選考 

受験者の条件 
民間企業、教職以外の公務員、ＮＰＯ等の経験が、令和４年３月31日現在で３年
以上ある者または青年海外協力隊などの国際貢献活動の経験が、令和４年３月 
31日現在で２年以上ある者。 

 

（３）特別選考 （採用人数は何れの選考においても、３(1)(2)(3)(4)の採用人数の内数） 

① 補欠合格者を対象とした選考 

採用する教員の種別 小・中・特別支援学校教諭・養護教諭・栄養教諭 高等学校教諭・養護教諭 

受験者の条件 
前年度、本県の教員採用選考で補欠合格となった者で、前年度と同一の校種・

教科を志願する者。 

選考方法 上記「一般選考」または「社会人を対象とした選考」のどちらかを選択。 

 

② 大学推薦選考 

採用する教員の種別 小・中・特別支援学校教諭 

受験者の条件 

小学校・中学校の教諭志願者は、小学校及び中学校教諭免許状をいずれも有して

いる者（取得見込を含む）で、中学校教諭免許状については、「国語・社会・数

学・理科・英語」のうち１教科以上、これに加え「音楽・美術・保健体育・技術

・家庭」のうち１教科以上、計２教科以上の複数免許状を有している者（取得見

込を含む）。 

特別支援学校の教諭志願者は、小学校、中学校、特別支援学校教諭免許状（免許

状の領域は問わない）をいずれも有している者（取得見込を含む）。 

長野県教育委員会が依頼した大学の推薦を受けた者で、令和４年３月に卒業見込

または大学院修了見込の者。 

詳細は別途定める「大学推薦選考実施要項」による。長野県教育委員会ホームペ

ージに掲載する。 

 

③ 発達障がい児童生徒特別支援のための選考 

採用する教員の種別 小・中学校教諭  

受験者の条件 

ＬＤ（学習障がい）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）、自閉症スペクトラ

ム等、発達障がいに関する専門の知識※１を有する者。また、それらの資格を生

かして学校やＮＰＯなどで当該児童生徒の教育や療育等に携わった経験※２が

令和２年度または令和３年度にあり、かつ、令和４年３月 31 日現在で通算３

年以上ある者。 

 ※１ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、学校心理士、臨床発達心理士、特別支

援教育士の有資格者、または特別支援学校教諭普通免許状（平成 19 年３月 31 日以前に盲学校教

諭免許状、聾学校教諭免許状、養護学校教諭免許状を有した者を含む。）所有者。 
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 ※２ 小・中学校の特別支援学級、通級指導教室担当の教諭、講師（教員免許状を必要としない特別

支援教育支援員等は含まない）、発達障がいの療育・相談機関等における療育、相談担当の経

験。 

専門の知識に係る資格または特別支援学校教諭普通免許状の写し及び所属長

等の推薦書を添付すること。 

 

④ 博士号取得者を対象とした選考 

採用する教員の種別 中学校教諭（数学、理科） 

受験者の条件 

数学分野または理科分野における博士の学位を有し、教員の職務を行うのに必要

な熱意と見識をもち、理数好きの生徒を育てる意欲のある者。 

所属長等の推薦書を添付すること。 

選考方法 上記「一般選考」または「社会人を対象とした選考」のどちらかを選択。 

 

⑤ 正規教員経験者を対象とした選考 

採用する教員の種別 小・中・特別支援学校教諭・養護教諭・栄養教諭 高等学校教諭・養護教諭  

受験者の条件 

国公立学校の正規教員として令和４年３月 31 日現在で通算３年以上の勤務経

験のある者。 

・小・中・特別支援学校の教諭志願者は、令和２年度または令和３年度に国

公立小・中・特別支援学校で教諭または常勤・非常勤講師の経験を有する

こと。 

・小・中学校の養護教諭志願者は、令和２年度または令和３年度に国公立小・

中・特別支援学校で養護教諭または養護助教諭の経験を有すること。 

・小・中学校の栄養教諭志願者は、令和２年度または令和３年度に国公立小・

中・特別支援学校または共同調理場で栄養教諭または栄養士の業務の経験

（勤務形態は問わない）を有すること。 

・高等学校の教諭志願者は、令和２年度または令和３年度に国公立高等学校

で教諭または常勤・非常勤講師の経験を有すること。 

・高等学校の養護教諭志願者は、令和２年度または令和３年度に国公立高等

学校で養護教諭または養護助教諭の経験を有すること。 

所属長の推薦書を添付すること。 

本年度、採用選考を実施する教科等に限る。 

 

⑥ 英語資格所有者を対象とした選考 

採用する教員の種別 中学校教諭（英語） 高等学校教諭（英語）  

受験者の条件 

次のいずれかの級や得点を平成28年４月１日以降に取得した者。 

・実用英語技能検定（財 日本英語検定協会）１級 

・TOEFL iBT 100点以上 

・TOEIC 900点以上 

級や得点が分かる証明書の写しを添付すること。 

二次選考面接時に、級や得点が分かる証明書の原本を提示すること。 

選考方法 上記「一般選考」または「社会人を対象とした選考」のどちらかを選択。 

 

⑦ スポーツの技能や実績のある者を対象とした選考 

採用する教員の種別 小・中・特別支援学校教諭・養護教諭・栄養教諭 高等学校教諭・養護教諭 

受験者の条件 

年齢制限を満 49歳以下とする。(令和４年３月 31 日現在) 

・国際規模の競技会（オリンピック、パラリンピック、世界選手権等の大会）

に日本代表選手として出場した競技者（団体競技については正選手として

登録された者）、又はその指導者。（平成 24 年４月１日以降の実績に限

る。）ただし、世界ジュニア選手権大会、ユニバーシアード競技大会等参
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加年齢制限がある大会を除く。 

・全国規模の競技会（国民体育大会、全日本選手権等の大会）で４位以上の

成績を収めた競技者（団体競技については正選手として登録された者）、

又はその指導者。（平成 24 年４月１日以降の実績に限る。）ただし、国

体少年種別、インターハイ、全日本学生選手権等参加年齢制限がある大会

を除く。 

「スポーツ特別選考調書」及び実績を証明できる書類の写しを提出するこ

と。 

・スポーツ特別選考の対象競技については、「スポーツ特別選考調書」（別

紙）に記載されているので確認すること。 

選考方法 上記「一般選考」または「社会人を対象とした選考」のどちらかを選択。 

 

６ 加点制度 

（１）加点制度を利用できる受験者及び加点の方法 

  ・ 小学校・中学校教員選考及び身体に障がいのある人を対象とした選考において小学校、中学校 

教員選考の一次選考「専門教科」受験者は、加点制度を利用できます。 

・ 加点制度を利用する受験者は、出願時に願書(電算入力票)の「加点申請希望」に〇をつけ、「加

点申請書」を提出してください。 

・ 加点対象となる教員免許状または資格の内容は、下表（２）の表によります。 

・ 加点方法は、一次選考の「専門教科」の得点に５点または 10点を加点します。 

  

（２）加点制度の対象および資格 

加点対象となる教員免許または資格 加点対象校種と加点 ※3 提 出 物 
小学校受験  中学校受験 

① 小学校教諭と中学校教諭の両方の普通免許取得ま

たは取得見込                 ※1 

 
５    

 
  ５ 

・出願時に、該当の
免許状の写し、又
は、取得見込証明
書を提出するこ
と。 

② 中学校教諭(英語)または高等学校(英語)の普通免

許取得または取得見込            ※1 

 
５   

 
    

③ 複数教科の中学校教諭普通免許取得または取 

得見込                   ※1  
  ５   ５ 

④ 実用英語技能検定準１級または相当（TOEFL iBT 

80点以上、TOEIC 730 点以上）の資格取得者 ※2        
  ５                                      

・出願時に、資格取
得証明書の写しを
提出すること。 

※1 ①、②、③については、令和４年３月 31日までに取得できる見込の者を含む。ただし、取得見込

みで受験し、令和４年３月 31 日までに取得できなかった場合は、加点が無効となり採用内定を取

り消す場合がある。 

※2 実用英語検定 準１級以上等の資格については、平成 28年４月１日以降に取得した者。 

※3 出願時に、該当する①～④の中から最大 2 つまで選択することができる。加点は最大１０点まで

とする。 

（例 1）小学校免許と中学校数学の免許を取得している者 ：①が対象。①を選択し、加点 5点。 

（例 2）小学校免許と中学校国語、音楽の免許を取得している者 

                           ：①③が対象。①③を選択し、加点 10点。 

（例 3）小学校免許と中学校(英語)の免許を取得している者(小学校) 

：①②が対象。①②を選択し、加点 10 点。 

（例 4）小学校免許と英検準 1級を取得している者(小学校):④が対象。④を選択し、加点 5点。 

（例 5）小学校免許と中学校音楽の免許を取得し、英検準 1級を取得している者(小学校) 

                         ：①④が対象。①④を選択し、加点 10点。  

（例 6）小学校免許と中学校社会、技術を取得し、英検準 1級を取得している者 

：①③④が対象。中学校は①③、小学校は①③又は①④又は③④を選択し加点 10 点。 
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７ 試験項目  ○印の項目について、試験を課す。 

（１）小学校・中学校教員選考、特別支援学校教員選考 

選考区分 

一次選考 二次選考 

筆記試験 
小

論

文 

適

性 

検

査 

集団 

面接 

書

類 

審

査 

個人 

面接 

※２ 

実技 一般

教養 

専門教

科 

（１）一般選考 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※4 

（２）社会人を対象とした選考  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※4 

 

 

 

（３） 

特 

別 

選 

考 

①補欠合格者を対象とし

た選考 

一般       ○ ○※4 

社会人       ○ ○※4 

②大学推薦選考  ○※１  ○  ○ ○ ○※4 

③発達障がい児童生徒特別支援のた

めの選考 
 ○※１  ○  ○ ○※3 ○※4 

④博士号取得者を対象と

した選考 

一般    ○  ○ ○    

社会人    ○  ○ ○    

⑤正規教員経験者を対象とした選考  ○※１  ○  ○ ○ ○※4 

⑥英語資格所有者を対象

とした選考 

一般    ○ ○※１ ○ ○ ○※4 

社会人    ○ ○※１ ○ ○ ○※4 

⑦スポーツの技能や実績

のある者を対象とした

選考 

一般  ○※１  ○ ○※１ ○ ○ ○※4 

社会人  ○※１  
○ 

○※１ ○ ○ ○※4 

※１ 二次選考の際に参考とする。 

※２ 個人面接を１回実施。 

※３ 個人面接は、発達障がい児童生徒の模擬授業を含めて実施。 

※４ 小学校、特別支援学校、中学校音楽、中学校保健体育、中学校英語は実技があります。（小

学校は、音楽・体育・英語実技、特別支援学校は、音楽・体育実技） 

 

（２）高等学校教員選考 

選考区分 

一次選考 二次選考 

筆記試験 
小

論

文 

適

性

検

査 

集団 

面接 

書

類 

審

査 

個人 

面接 

※２ 

一般

教養 

専門 

教科 

（１）一般選考 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（２）社会人を対象とした選考  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

（３） 

特 

別 

選 

考 

①補欠合格者を対象とした選考 
一般       ○ 

社会人       ○ 

⑤正規教員経験者を対象とした選考  ○※1  ○  ○ ○ 

⑥英語資格所有者を対象とした選

考 

一般    ○ ○※1 ○ ○ 

社会人    ○ ○※1 ○ ○ 

⑦スポーツの技能や実績のある者

を対象とした選考 

一般  ○※1  ○ ○※1 ○ ○ 

社会人  ○※1  ○ ○※1 ○ ○ 

※１ 二次選考の際に参考とする。 

※２ 個人面接は２回実施。 

 

（３）身体に障がいのある人を対象とした教員選考（小学校･中学校教員選考、特別支援学校教員選考） 

選考区分 

一次選考 二次選考 

筆記試験 
小

論

文 

適

性

検

査 

集団 

面接 

書類 

審査 

個人面接 

※２ 
実技 一般

教養 

専門 

教科 

（１）一般選考 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※4 

（２）社会人を対象とした選考  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※4 

（３） 

特 

別 

②大学推薦選考  ○※1  ○  ○ ○ ○※4 

③発達障がい児童生徒特別支援のため

の選考 
 ○※1  ○  ○ ○※3 ○※4 
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選 

考 

④博士号取得者を対象とし

た選考 

一般    ○  ○ ○    

社会人    ○  ○ ○    

⑤正規教員経験者を対象とした選考  ○※1  ○  ○ ○ ○※4 

⑥英語資格所有者を対象と

した選考 

一般    ○ ○※1 ○ ○ ○※4 

社会人    ○ ○※1 ○ ○ ○※4 

⑦スポーツの技能や実績の

ある者を対象とした選考 

一般  ○※1  ○ ○※1 ○ ○ ○※4 

社会人  ○※1  ○ ○※1 ○ ○ ○※4 

※１ 二次選考の際に参考とする。 

※２ 個人面接を１回実施します。 

※３ 個人面接は、発達障がい児童生徒の模擬授業を含めて実施。 

※４ 小学校、特別支援学校、中学校音楽、中学校保健体育、中学校英語は実技があります。 

（小学校は、音楽・体育・英語実技、特別支援学校は、音楽・体育実技） 

 

（４）身体に障がいのある人を対象とした教員選考（高等学校教員選考） 

選考区分 

一次選考 二次選考 

筆記試験 
小

論

文 

適

性

検

査 

集団 

面接 

書類 

審査 

個人面接

※２ 
一般

教養 

専門

教科 

（１）一般選考 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（２）社会人を対象とした選考  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

(３) 

特 

別 

選 

考 

⑤正規教員経験者を対象とした選考  ○※1  ○  ○ ○ 

⑥英語資格所有者を対象とした選

考 

一般    ○ ○※1 ○ ○ 

社会人    ○ ○※1 ○ ○ 

⑦スポーツの技能や実績のある者

を対象とした選考 

一般  ○※1  ○ ○※1 ○ ○ 

社会人  ○※1  ○ ○※1 ○ ○ 

※１ 二次選考の際に参考とします。 

※２ 個人面接を２回実施します。 

 

８ 選考基準 

（１）小学校･中学校教員選考、特別支援学校教員選考、身体に障がいのある人を対象とした教員選考 

① 一次選考 

選 考 内 容 評価の観点、配点・段階等 総合判定 

筆 

記 

試 

験 

一般教養 （一般教養、教育法規、教育課程等） － 60 点 

筆記試験の結果

を基に、小論文、

集団面接及び書

類審査の結果を

加味して、総合的

に判定する。 

 

５段階 

(G,F1,F2,F3,F4) 

 

G ：合 格 

F ：不合格 

専門教科 （教科等の指導に関する内容を含む。 

小学校は外国語｟英語｠に関する内容も含む。） 
－ 100 点 

 

実技 

中学校美術（鉛筆によるデッサン） 
発想・構想力、技能 等 

（25 点。100 点に含む。） 
(25 点) 

中学校技術（製図） 
工夫し創造する力、技能 等 

（20 点。100 点に含む。） 
(20 点) 

中学校家庭（布を用いた製作） 
構成力、技能 等 

（20 点。100 点に含む。） 
(20 点) 

小論文（与えられた課題について、800 字以内で論述） 

題意把握の的確さ（根拠の妥当性

等）、文章構成の工夫（適切な構

成等）、論理的思考力（論旨の展

開等）、表記（誤字・脱字、字数

制限等） 

５段階 

集団面接（与えられた課題について、意見や感想の発表、

討論） 

意欲、コミュニケーション力、 

社会性、人間性 
５段階 

適性検査・書類審査 

（履修内容及び成績、免許、特技等） 
選考の参考にする。 
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② 二次選考 

選 考 内 容 評価の観点、配点・段階等 総合判定 

 個人面接 

（教員採用選考申込書に記入した内容についての質問

を含む。） 

・意欲（教育への情熱、使命感） 

・人間性（広い視野、確かな人権意識） 

・協調性・創造性（コミュニケーショ 

ン力、協働して行動する力、柔 

軟な思考力、向上心） 

・社会性（真摯な対応、幅広い教養） ５段

階 

個人面接及び実

技の結果を基に、

一次選考資料等

を参考にしなが

ら、総合的に判定

する。 

 

 

５段階 

（G,H,F1,F2,F3） 

 

 

G ：合 格 

H ：補欠合格 

F ：不合格 

 
模擬授業等 

○与えられた課題について、目の前に児童生徒 

がいることを想定した模擬指導 

・専門性 

（探究的な学びに向けた授業の構想・ 

展開） 

（児童・生徒、保護者等への適切な対応） 

実技 

体育 

・小学校・特別支援学校 

器械運動、球技、ダンス 

・中学校保健体育は、上記種目に体つくり運動、

陸上競技、武道を加える。 

運動種目の理解、技能、指導力 

（小学校 10 点） 

（特別支援学校 10点） 

（中学校保健体育 30 点） 

５段

階 

音楽 

・小学校・特別支援学校 

歌唱、ピアノ伴奏 

・中学校音楽 

指揮、ピアノ弾き歌い、器楽（任意の楽器） 

技能、表現力 

（小学校 10 点） 

（特別支援学校 10点） 

（中学校音楽 30 点） 

英語 

・小学校 

 英語による言語使用場面の導入とＱ＆Ａ 

・中学校英語 

英語による言語活動の導入とスピーチ 

技能、指導力 

（小学校 10 点） 

（中学校英語 30 点） 

書類審査 選考の参考にする。 

 

（２）高等学校教員選考、身体に障がいのある人を対象とした教員選考 

① 一次選考 

選 考 内 容 評価の観点、配点・段階等 総合判定 

筆 

記 

試 

験 
一般教養(国・社・数・理・英の基礎

的知識、教職及び時事教養) 
－ 60 点 

筆記試験及び実

技試験の結果を

基に、小論文、集

団面接及び書類

審査の結果を加

味して、総合的に

判定する。 

 

 

５段階 

(G,F1,F2,F3,F4) 

 

 

G ：合 格 

F ：不合格 

専門教科(大学卒業程度の各教科に

おける専門的知識・知能) 
－ 120 点 

 

実 
 

技 

保健体育(陸上競技・球技・

器械運動) 

実技指導に必要十分な技能の理解・修得

状況 
(60 点) 

音楽(弾き歌い・即興伴奏・

新曲視唱) 
音楽性、構成力、表現力 (60 点) 

美術(鉛筆によるデッサン) 構図、描写力、表現力 (60 点) 

書道(漢字仮名交じり・漢

字・仮名の書の表現) 
表現の技能、表現の工夫 (60 点) 

小論文(与えられた課題について、800 字以

内で論述) 

題意把握の的確さ（テーマ設定、根拠の妥

当性等）、文章構成の工夫（テーマに沿っ

た適切な構成等）、論理的思考力（論旨の

展開等）、表記(誤字・脱字、字数制限等) 

５段階 

集団面接(与えられた課題に対する意見・感

想の発表や討論) 

意欲、人間性、協調性・創造性、社会性、

専門性 
５段階 

適性検査・書類審査（履修内容及び成績、免

許、特技等） 
選考の参考にする。 
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② 二次選考 

選 考 内 容 評価の観点、段階等 総合判定 

 

個人面接 

○高校生活の印象・大学卒業論文の

概要など、事前に提出する「個人面

接カード」の内容に関する質問 

・意欲（教育への情熱・使命感・目的意識） 

・人間性（広い視野、確かな人権意識） 

・協調性・創造性（コミュニケーション力、

協働して行動する力、柔軟な思考力、向

上心） 

・社会性（真摯な対応、幅広い教養） 

・専門性（広い教養、教科の専門的知識・

技術、ファシリテーターとしての能力） 

５段階 

個人面接の結果及

び適性検査の判定

結果を基に、一次

選考資料等を参考

にしながら、総合

的に判定する。 

５段階 

（G,H,F1,F2,F3） 

 

G ：合 格 

H ：補欠合格 

F ：不合格 

 模擬授業 

○与えられた課題について、目の前

に生徒がいることを想定した模擬

指導（英語の志願者は英語で行

う。） 

・わかりやすさ、的確さ、教師としての姿

勢 

・探究的な学びを生徒に育てる力 

書類審査 選考の参考にする。 

 

９ 大学院修士課程等在学者・進学者に対する採用猶予 

（１）本年度の採用選考の合格者（大学推薦選考及び身体に障がいのある人を対象とした大学推薦選  

考での合格者を除く）で、大学院修士課程（博士前期課程及び教職大学院を含む）に在学している

者または来年度進学することが決定している者については、大学院に在学している者は１年間、来

年度大学院に進学する者は２年間、採用を猶予します。 

（２）小学校、中学校、特別支援学校の採用猶予者は、大学院在学中に受験校種（教科）等の専修免許

状を取得することを条件とします。 

（３）猶予期間のうちに大学院修士課程（博士課程前期及び教職大学院を含む）を修了することとしま

す。 

（４）別途定める方法により、令和３年 11月末までに採用猶予願の提出が必要です。 

 

10 妊娠者に対する採用猶予 

（１）本年度の採用候補者で、採用年度に出産予定の者については、希望により１年間、採用を猶

予することができます。 

（２）猶予期間終了後の４月１日から勤務することを条件とします。 

（３）別途定める方法により、令和３年 11 月末までに採用猶予願の提出が必要です。 

※ 採用選考申込み時に妊娠中の方、または申込み以降に妊娠が判明した方は御相談くださ 

い。 

 

11 その他 

（１）結果の通知 

① 一次選考結果 

ア 合否結果並びに不合格者に係わる総合評価、集団面接及び小論文の段階別評価並びに一般

教養、専門教科及び実技の得点及び平均点を郵送にて８月上旬に通知します。 

イ 通知発送日と同日に、合格者の受験番号を本県教育委員会ホームページに掲載します。 

ウ 一次選考合格者に係わる総合評価等については、二次選考結果通知にあわせて通知します。 

② 二次選考結果 

ア 小学校・中学校・特別支援学校教員選考を受験した者へは、合否並びに総合評価、個人面接

及び実技の段階別評価を郵送にて 10月上旬に通知します。 

イ 高等学校教員選考を受験した者へは、合否及び総合評価の段階別評価を 10月上旬に通知し

ます。 

ウ 通知発送日と同日に、合格者の受験番号を長野県教育委員会ホームページに掲載します。 

③ 上記の一次選考結果及び二次選考結果については、長野県個人情報保護条例第 11 条第１項

ただし書の規定により､口頭で開示を請求することもできます。ただし、一次選考合格者は、選

考試験が継続して行われるため、二次選考結果通知後に開示請求ができるものとします。 

・開示する期間は、選考結果の通知日から１年間です。 

・開示を行う場所は、長野県教育委員会事務局義務教育課または高校教育課（長野県庁８階）で
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す。 

・必要書類は、運転免許証、学生証等本人であることを証明できるものです。 

（２）採用選考の実施に際して収集する個人情報は、この採用選考及び臨時的任用のために必要な範 

囲でのみ利用します。 

（３）提出された書類等は、一切返却しません。 

（４）一次選考の一般教養、専門教科の問題用紙は持ち帰りができます。 

（５）身体に障がいのある人を対象とした教員選考「大学推薦選考」、特別選考「大学推薦選考」への

出願は、別途定める、身体に障がいのある人を対象とした教員選考「大学推薦選考実施要項」、「大

学推薦選考実施要項」により、大学が一括して期限までに提出してください。 

（６）本年度の採用選考で補欠合格となった受験者は、次年度、特別選考「補欠合格者を対象とした選

考」を受験することができます。 


